
（１）地域密着型サービスの利用状況（令和４年１２月実績）
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市外の事業所等利用

費用総額  

（千円）  

介護保険給付 3,686 100.0% 570,337 100.0% 154,731  

地域密着型サービス 472 12.8% 74,432 13.1% 157,696

認知症対応型共同生活介護 119 3.2% 36,174 6.3% 303,984

地域密着型特定施設入居者生活介護 1 0.0% 269 0.0% 269,035 　

小規模多機能型居宅介護 64 1.7% 13,301 2.3% 207,826  

認知症対応型通所介護 27 0.7% 2,058 0.4% 76,224  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 33 0.9% 7,362 1.3% 223,082

地域密着型通所介護 228 6.2% 15,269 2.7% 66,967

施設 地域密着型介護老人福祉施設 0 0.0% 0 0.0% 0
 

軽度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
平均要
介護度

0 33 29 35 16 6 119

0.0% 28.0% 24.0% 29.0% 13.0% 5.0% 100.0%

0 0 0 0 1 0 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

2 25 11 10 7 9 64

3.0% 39.0% 17.0% 16.0% 10.0% 14.0% 100.0%

0 7 5 8 4 3 27

0.0% 26.0% 19.0% 29.0% 14.0% 11.0% 100.0%

0 11 6 7 6 3 33

0.0% 33.0% 18.0% 21.0% 18.0% 9.0% 100.0%

0 143 42 26 13 4 228

0.0% 63.0% 18.0% 11.0% 6.0% 2.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 219 93 86 47 25 472

0.0% 46.0% 20.0% 19.0% 10.0% 5.0% 100.0%

資料４

0.00

地域密着型介護老人福祉施設

1人あたり
費用額(円)

②利用人数、費用額　　　※国保連1月審査データを元に算定。請求遅れ等で①と人数の差あり

認知症対応型共同生活介護

①事業所数、利用人数（指定状況より）　※事業所数…利用者の有無に関係なく指定有効期間があるもの（廃止を除く）

事業所数(事業所) 利用者等数(人)
種別

4.00

施設

③介護度別分布　　※国保連1月審査データを元に算定。請求遅れ等で①と人数の差あり

全体

1.65

認知症対応型共同生活介護

利用人
数（人）

人数割合

在宅

認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

2.52

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

在宅

2.07

地域密着型サービスの実施状況、指定状況等について

地域密着型特定施設入居者生活介護

居住

地域密着型介護老人
福祉施設

2.44

2.34

2.67

居住
地域密着型特定施設入居者

生活介護

費用割合



　 　

（２）地域密着型サービス事業所の指定状況（令和５年２月末時点）

①認知症対応型共同生活介護

 施設名 所　　在 指定日 有効期限 入居者数 備考

三田温泉シルバーホーム 三田市東山897-1 H15.6.1 R9.5.31 8

ユピテル三田 三田市中町7-34 H15.8.1 R9.7.31 38 短期11含む

グループホーム三輪 三田市三輪2-13-16 H15.12.15 R9.12.14 18

グループホーム薬師のさと 三田市下相野1460-1 H16.4.1 R10.3.31 17

グループホームひだまりの家 三田市三輪2-1-10 H30.7.1 R6.6.30 19

グループホーム井沢の郷 三田市下井沢145-1 R3.2.1 R9.1.31 18

118

愛の家グループホームとうじょう 加東市南山3-23-27 H24.5.25 R6.5.24 0

グループホーム福の郷 丹波篠山市井ノ上167-1 H25.10.18 R7.10.17 1

1

119

②小規模多機能型居宅介護

 施設名 所　　在 指定日 有効期限 利用者数 備考

H24.1.15 R6.1.14 27 介護

H26.3.26 R8.3.25 2 予防

小規模多機能型居宅介護事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　けやきの郷

三田市けやき台3-75-3 H26.3.26 R8.3.25 29 介護

58

③認知症対応型通所介護

 施設名 所　　在 指定日 有効期限 利用者数 備考

ユピテル三田 三田市中町7－34 H23.4.1 R5.3.31 20

ひだまりの家デイサービスセンター 三田市三輪2-1-10 H30.7.16 R6.7.15 7

認知症対応型通所介護事業所　井沢の郷 三田市下井沢145-1 R3.2.1 R9.1.31 0

27

特別養護老人ホーム篠山すみれ園 丹波篠山市今田町釜屋35番地 H19.2.5 R7.2.4 0

デイサービスセンター
　　　　　　　　　　たのしい家よどがわ

大阪市淀川区十三元今里1-9-6 H29.7.1 R5.6.30 0

0

27

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 施設名 所　　在 指定日 有効期限 利用者数 備考

ユピテル三田 三田市中町7－34 H29.6.1 R5.5.31 31  

31  

市内

市外

※入居者（利用者）は、令和４年１２月利用実績

三田市南が丘1-51-5

合計

小規模多機能型居宅介護事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三田

市外

市内
計

計

計

計

計

計

市内

市内

合計



⑤地域密着型通所介護

 施設名 所　　在 指定日 有効期限 利用者数 備考

さわやかサロン 三田市あかしあ台１丁目１８－１０ H16.1.1 R9.12.31 11

イー・ケア三田 三田市すずかけ台４丁目１２－１ H16.3.1 R10.2.28 11

デイサービスゆりのき 三田市ゆりのき台２丁目１－３ H22.8.1 R4.7.31 37

ふく機能訓練センター 三田市下相野３９３－８ H23.8.21 R5.8.20 22

ルースデイサービスセンター 三田市下田中４２－１ H25.7.1 R7.6.30 17

デイサービスげんき三田 三田市対中町１０－７ H25.9.1 R7.8.31 21

デイサービス山帽子 三田市下深田字菊ヶ谷３６－３６ H26.4.15 R8.4.14 37

デイサービスさんだ夢の杜 三田市上井沢３３６ H26.10.1 R8.9.30 0

いく歩デイサービス三田天神 三田市天神３丁目１２－３ H28.2.1 R10.1.31 44

デイサービスセンター　メリーハウス 三田市中央町５－１９ H30.3.30 R6.3.29 16

スマートリハトレセンター 三田市南が丘１丁目３３－２７ R4.4.1 R10.3.31 17

個別リハビリセンターぱーる 三田市相生町１０－２ R4.10.1 R10.9.30 4 R4年10月新規

237

デイサービスセンターまごころ 丹波篠山市垣屋２４４番地 R2.6.1 R8.5.31 0

咲みの里相生デイサービス 藤沢市本町２－３－２３ H28.4.1 R8.1.31 0

さつきデイサービスセンター 湖南市中央二丁目１２５番地 R2.7.1 R8.6.30 0

0

237

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護

 施設名 所　　在 指定日 有効期限 利用者数 備考

介護付有料老人ホーム うさぎの里 尼崎市稲葉元町2-1-12 H26.12.1 R8.11.30 1

1  

⑦地域密着型介護老人福祉施設

 施設名 所　　在 指定日 有効期限 利用者数 備考

市外
小規模特別養護老人ホーム
　　　　　　　　　　　　　八多の里東館

神戸市北区八多町中681 H26.4.1 R8.3.31 0 R2.8特養入所

0  計

市外
計

計

計

合計

市外

市内



【新規指定】

①介護保険事業所番号 未定

　名称 認知症対応型通所介護事業所つきの樹

　所在地 三田市けやき台3丁目75番1

　サービスの種類 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

　指定年月日 令和5年4月1日

②介護保険事業所番号 ①と共通番号で採番予定

　名称 認知症対応型共同生活介護事業所　グループホームつきの樹

　所在地 三田市けやき台3丁目75番1

　サービスの種類 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

　指定年月日 令和5年4月1日

【更新指定】

①介護保険事業所番号 2871200396

　名称 ユピテル三田

　所在地 三田市中町７－３４

　サービスの種類 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

　指定年月日 令和5年4月1日

【廃止】 なし

【新規指定】 なし

【更新指定】 なし

なし

（３）R４年１２月以降に本市が指定した本市に所在する地域密着型サービス事業所

（４）R４年１２月以降に本市が指定した他市に所在する地域密着型サービス事業所

（５）R４年１２月以降に他市から指定を受けた本市に所在する地域密着型サービス事業所



資料-４(当日資料)

３事業所（認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護）

・加算算定要件の理解に誤りがあり、要件を満たさない日についても算定を行っていたため、
利用者への一部費用返還及び市への報酬返還を求めました。（1事業所）。

・運営推進会議が実施されておらず、早急な開催を求めました（1事業所）。

・苦情処理対応や事故発生時のマニュアルが未整備であったため、早急な改善を求めました
（1事業所）。

・認知症対応型通所介護事業所の設置後、利用が進んでおらずケアマネジャー等への周知が
不十分であることから改善を求めました（1事業所）。

・令和３年度改正に伴い、令和６年３月末までに対応が必要な事項について、期間中の対応を
周知しました。
＜対応が必要な事項＞「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ
るため必要な措置、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予
防及びまん延の防止のための対策に関する事項、虐待の防止のための措置（「運営規定」へ
の追加を含む。）

②令和4年度の実施状況

　令和２年度から令和３年度は、コロナ禍に伴い事業所への立ち入りや職員との接触が制限され
ていたため、実地での指導はできておらず、令和4年度の後半に３つの事業所への運営指導を行
いました。主な指導結果は下記の通りです。
　運営指導は原則として、指定期間（６年）の有効期間内に少なくとも１回以上、地域密着型サービ
スのうち認知症対応型共同生活介護（グループホーム）等の居住系サービスや、施設サービスは
３年に1回以上の頻度で行うことが望ましいとされており、令和５年度はより多くの事業所に実施し
ていきます。

ア）実施事業所数

イ）結果

（６）令和４年度　事業所運営指導について

①事業所への指導監督について

　介護保険法第１条には、その目的として介護等が必要な人の「尊厳の保持」及び「自立した日常
生活の支援」が謳われており介護保険制度に基づきサービスを提供する介護保険施設等は、利
用者に対しこれらの目的を果たすよう適切にサービスを行わなければならず、国や自治体等の行
政機関は、これらの責任を担う介護保険施設等が適正にサービスを行うことができるよう支援する
必要があります。
　介護保険制度における指導監督は、介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適
正な事業実施の確保のため、法第23条（市町村）又は法第24条（都道府県）に規定する権限を行
使し、介護保険施設等指導指針に基づき行う介護保険施設等に対する「指導」、不正等の疑いが
認められる場合に行う法第76条等の権限を行使し介護保険施設等監査指針に基づき行う介護保
険施設等に対する「監査」により行われます。


